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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界149カ国に14万人のスタ

ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に

おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約480人のスタッフから成る専門家集団

であり、そのうち約100名が金融部に所属して

います。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前

提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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資本的支出に関する 
法人税基本通達等の一部改正 

 

 

 

平成19年度税制改正で見直された減価償却制度に関連して、平成

19年6月22日に国税庁より法人税基本通達等が改正され、減価償

却に関する取扱いが明確化されました。 
 
本ニュースレターでは、法人税基本通達等の改正により明らかとな

った資本的支出の取扱いについて、その概要をご紹介します。 
 

 

 

 

 

1. 資本的支出の取得価額の特例の適用関係 
 
(1) 原則的取扱い 

 

平成19年4月1日以後に行われる資本的支出については、原則とし

て、その資本的支出の対象となった減価償却資産と種類および耐

用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして当該

資本的支出の対象となった減価償却資産から分離して別々に償却

することとされています。 
 

(2) 資本的支出の取得価額の特例 

 

資本的支出の取得価額の特例として、以下の規定（リース資産に

対する資本的支出の特例を除く）が設けられており、これらの特例

の規定の適用を受けた資本的支出についてはその後、原則とし

て、当該資本的支出の対象となった減価償却資産から分離して

別々に償却することができないことが明らかにされました。 
 
 



 

 (2)

① 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した減価償却資産に行う資本的支出については、その資本的支

出を行った事業年度において、資本的支出の対象となった減価償却資産の取得価額に加算するこ

とができます。 
 

② 平成 19 年 4 月 1 日以後に取得した減価償却資産で定率法（改正後の定率法）を採用しているもの

に行う資本的支出については、当該減価償却資産および資本的支出により取得した減価償却資

産について定率法（改正後の定率法）を採用していることを条件として、資本的支出を行った事業

年度の翌事業年度開始の時において、その時における当該資本的支出の帳簿価額とその資本的

支出の対象となった減価償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一つの減価償却資産

を新たに取得したものとすることができます。 
 

③ ①および②の適用を受けない場合で当該減価償却資産について定率法（改正後の定率法）を採用

しているものに行う資本的支出については、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始

の時において、同一事業年度内に行った資本的支出により取得した減価償却資産で種類および耐

用年数を同じくするもののその時における帳簿価額の合計額を取得価額とする一つの減価償却資

産を新たに取得したものとすることができます。 
 
 
2. 資本的支出後の耐用年数 
 
資本的支出により取得した減価償却資産で上記1．(1)に記載の原則の規定により新たに取得したものとされ

るものならびに上記1．（2）②および③の特例の規定により新たに取得したものとされるものについては、当

該資本的支出の対象となった減価償却資産に現に適用している耐用年数により償却限度額の計算を行うこ

とが明らかにされました。 
 
 
3. 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産に資本的支出をした場合 
 
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却可能限度額は、従来どおり所定の残存価額に達す

るまでの金額とされていますが、残存価額に達した減価償却資産については、その達した事業年度の翌事

業年度以後5年間で備忘価額1円まで均等償却できる特例（以下、「償却累積額による償却限度額の特例」）

が設けられています。 
 
この償却累積額による償却限度額の特例の規定の適用を受けた減価償却資産について資本的支出をし、

上記1．（2）①の特例の規定を適用した場合において、資本的支出の金額を加算した後の当該減価償却資

産の帳簿価額が資本的支出の金額を加算した後の当該減価償却資産の取得価額の5%相当額を超えると

きは、減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例は適用されなくなり、当該減価償却資産につい

て採用している通常の償却方法により償却限度額の計算を行うことが明らかにされました。また、その後再

び償却累積額による償却限度額の特例の規定を適用する場合には、資本的支出の金額を加算した後の当

該減価償却資産の取得価額をベースに5%相当額を算定することが明らかにされました。 
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